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保険料の減免など

就学援助

住居確保給付金

税金などの猶予

特別定額給付金

生活資金の貸し付け

生活相談 公園はすいた時間や
場所を選ぶ

流行地域への
移動を避ける

レジで並ぶときは
前後にスペース

密集・密接・密閉
３密を避ける

　広報津山７月号の内容は、６月２日現在の情報です。状況により内容が変わる場合
があります。新型コロナウイルス感染症の情報は、市ホームページに掲載しています。
情報は随時更新しているので、ご覧ください。 新型コロナウイルス感染症関連情報

　あなた自身とあなたの大切な人を守るために、新型コロナウイルス感染防止のための新しい生活様式
を取り入れましょう。
３つの基本
①人との間隔（できるだけ１ｍ以上空ける）
②マスクの着用
③手洗い（帰宅したら手や顔を洗う。すぐに着替える）

マスクによる熱中症に注意しましょう！
●胸元や腕、足首が出る服装で、熱を逃がす
●こまめに水分を補給する　など

不審な電話などに注意してください

感染症に関する相談

生活支援

税金など

うわさなどに惑わされないで

もしも、皆さん自身
や皆さんの大切な人
がその言葉を言われ
たら…

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部相談窓口 ☎32-2062
時間　平日午前９時～午後５時　※受付時間など、変わる場合があります
その他の機関
　厚生労働省電話相談窓口 ☎0120-565653（フリーダイヤル)、　03-3595-2756
　　時間　午前９時～午後９時
　岡山県電話相談窓口 ☎086-226-7877、　086-225-7283
　　時間　24時間（ファクス＝午前９時～午後５時）
「感染したかも」と思ったら　
　次のいずれかの症状がある人は、｢新型コロナウイルス受診相談センター」に相談してください。
●息苦しさ（呼吸困難)、強いだるさ（倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある
●高齢者や基礎疾患などがある人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある
●発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続いている(４日以上続いている場合は必ず相談しましょう）
※妊娠中で風邪の症状がある人は、念のため、早めに受診相談センターに相談しましょう

新型コロナウイルス受診相談センター（美作保健所内） ☎23-0163、　23-6129
　時間　電話＝24時間（平日午後５時～翌午前９時と土曜日・日曜日・祝日は、留守番電話の応答メッ
　　セージに従ってください)、ファクス＝平日午前９時～午後５時

けんたい かん

か　ぜ

　賃貸住宅の家賃に充てるための費用を支給し、
就労に向けた支援を行います。
主な要件　①離職により経済的に困窮し、住居を

失ったまたは失うおそれがある、②離職・廃業
から２年以内または休業などで収入が減少し、
離職などと同等の状況にあるなど
支給月額　単身世帯＝31,000円、２人世帯＝

37,000円、３～５人世帯＝40,000円
支給期間　３カ月（一定の要件を満たす場合は、

最長９カ月）
■問津山市自立相談支援センター☎32-2133

　経済的な理由で、小・中学校に就学することが
難しい子どもの保護者に、就学のために必要な経
費を援助します。
認定要件　生活保護（教育扶助）を受けている、

または生活保護法に規定する「要保護者」に準
ずる程度に経済的に困っている

　例 ・市民税が非課税か均等割のみ課税されて
　　  いる

　　  ・児童扶養手当を受給しているなど
援助内容　学用品費、学校給食費、修学旅行費、

校外活動費など
■問学校教育課（市役所４階）☎32-2116

　収入が一定程度減少した場合など、保険料が減
免になることがあります。
　要件など、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
■問医療保険課国民健康保険係（市役所１階９番窓
口）☎32-2071、高齢者医療係（市役所１階
８番窓口）☎32-2073
介護保険料
■問高齢介護課（市役所１階11番窓口）☎32-207
　0
国民年金保険料
■問市民窓口課（市役所１階７番窓口）☎32-207
　2、津山年金事務所（田町）☎31-2360

　患者や家族、医療に携わっている人などを、誤
解や偏見、うわさで傷つけている事例が見られま
す。
　不確かな情報や誤っ
た認識に惑わされ、人
権侵害につながること
がないよう、国や自治
体が提供している正し
い情報を入手し、冷静
に行動しましょう。
問人権啓発課☎31-0088

　特別定額給付金の申請書を世帯主などに送付し
ています。同封の返信用封筒に、次の書類を入れ、
８月18日㈫まで(消印有効)に返送してください。
◦必要事項を記入した申請書
◦健康保険証の写しなど本人確認書類
◦通帳の写しなど振込先口座の確認書類
■問特別定額給付金事業推進室☎32-2169

　収入の減少や失業などで生活に悩みがある人は、
相談してください。専門の相談員が、悩みごとの
解決に向けた提案や支援を行います。
とき　平日午前９時～午後４時
■問津山市自立相談支援センター（市役所１階）
　☎32-2133

　収入の減少や失業などで、日常生活を続けるこ
とが困難となっている人、緊急・一時的に生活費
を必要とする人などに、資金の貸し付けなどを行
います。詳しくは、お問い合わせください。
とき　平日午前９時～午後５時
申込期限　７月31日㈮
■問津山市社会福祉協議会（津山市総合福祉会館
内）☎23-5130

　収入が減少し、生活に困っている人、事業や収
入に著しい影響を受けた事業者は、税金や公共料
金などの納付を令和３年３月31日㈬まで延長で
きる場合があります。
　詳しくは、対象となる税金などの担当窓口に、
事前にお問い合わせください。
主な要件　①給与などの収入が著しく減少した、

②やむを得ず事業を休業・廃業し、著しい損害
を受けたなど
対象　市税、国民健康保険料、市営住宅使用料、

水道使用料などの納付者
※対象となる窓口が複数ある場合は、いずれか１

カ所で手続きすることができます
■問債権管理室（市役所2階）☎32-2060

　｢給付金を振り込むので、通帳を預かります｣
｢追加で給付金を支給するので、手続き費用を振
り込んでください」など、不審な人
の訪問、電話、郵便、メールなどに
ご注意ください。
　少しでもおかしいと感じたら、家
族、市、警察などに相談しましょう。
問津山市消費生活センター☎32-2057（平日午
前８時30分～午後５時15分)、消費者ホット
ライン☎188（土曜日・日曜日・祝日対応)、
警察相談専用電話☎#9110（24時間対応）


